
令和８年度徳島県地域脱炭素移行・再エネ推進事業補助金交付要綱 

（ＺＥＨ＋補助事業） 

 

（補助金の交付） 

第１条 知事は、２０５０年カーボンニュートラルの実現及び２０３０年温室効果ガス排出削減

目標の達成に向け、県民が行う省エネ住宅の導入に関する事業（以下「補助対象事業」とい

う。）に要する経費に対し、予算の範囲内で補助金を交付するものとし、その交付については、

徳島県補助金交付規則（昭和５８年徳島県規則第５３号。以下「規則」という。）に定めるもの

のほか、この要綱の定めるところによる。 

（定義） 

第２条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の定義は、それぞれ当該各号の定めるところ

による。 

（１） 国交付要綱 

二酸化炭素排出抑制対策事業費交付金（地域脱炭素移行・再エネ推進交付金）交付要綱 

（令和８年３月３１日環地域事発第２６０３３１３号）をいう。 

（２） 国実施要領 

国交付要綱第３条に掲げる事業に関して必要な細目等を定めた地域脱炭素移行・再エネ推

進交付金実施要領（令和８年３月３１日環地域事発第２６０３３１３号）をいう。ただし、

補助要件に係る国の交付要件は令和５年１月１３日環地域事発第２３０１１３１号に基づく

ものとする。 

（３） 住宅 

自己の居住の用に供する戸建ての家屋をいう。 

（４） 新築住宅 

新たに建築された住宅で、まだ人の居住の用に供したことのないもの（建売を前提に建築 

されたものを除く。）をいう。 

（５） ＺＥＨ（ネット・ゼロ・エネルギー・ハウス） 

快適な室内環境を保ちながら、住宅の高断熱化と高効率設備によりできる限り省エネルギ

ーに努め、太陽光発電等によりエネルギーを創ることで、年間で消費する住宅のエネルギー

収支がゼロ以下となる住宅をいう。 

（６） ＺＥＨ＋（ネット・ゼロ・エネルギー・ハウス・プラス） 

ＺＥＨの定義を満たしていることに加え、更なる省エネルギー、設備の効率的運用等によ

り再生可能エネルギーの自家消費率拡大を目指した住宅をいう。 

（７） ＺＥＨビルダー/プランナー 

国の「ＺＥＨロードマップ」の意義に基づき、自社が受注する戸建住宅のうちＺＥＨが占

める割合を５０％以上とする事業目標を掲げ、一般社団法人環境共創イニシアチブにより登

録されている事業者をいう。 

 

（補助対象事業及び補助要件） 

第３条 要綱第１条に規定する補助対象事業及び補助要件は、次の表に定めるとおりとする。 

 



事業 補助要件 備考 

ＺＥＨ＋ 

補助事業 

次の各号のいずれの要件も満たすもの。 

（１）国及び国の委託を受けた団体から、本

補助金以外の補助金を受けていないこ

と。 

（２）徳島県内に本店、支店、営業所等を有

する事業者から購入等を行うこと。 

（３）国実施要領（令和５年１月１３日環地

域事発第２３０１１３１号に基づ

く。）別紙２の２．エ（ツ）に定める

交付要件を満たすこと。 

（４）徳島県内に建設する新築住宅（店舗等

を併用する住宅を除く。）であるこ

と。 

（５）ＺＥＨビルダー/プランナーにより建

築された住宅であること。 

（６）棟上げ工事等の着工前であること。 

（７）契約書その他の契約を証する書類の締

結日等が令和８年４月１日以降である

こと。 

（８）前各号に掲げるもののほか国交付要綱

に規定するところによる。 

補助対象となる設備は国実

施要領に規定するところに

よる。 

 

２ 補助対象となる事業は、令和９年１月３１日までに完了するものに限る。ただし、やむを得

ない事情により工事が遅延したことその他単年度事業とならないことについてやむを得ない事

由があると知事が認めた場合は、この限りでない。 

 

（補助対象経費及び補助額） 

第４条 要綱第１条に規定する補助対象経費及び補助額は、次の表に定めるとおりとする。 

 

補助対象経費 補助額 

補助対象となっている設備の購入経費及び工事費 

（消費税及び地方消費税の額を除く。） 

１戸当たり１００万円以内 

 

（補助金を申請することができる者） 

第５条 この要綱に基づき補助金の交付を申請することができる者は、次に定める要件を全て満

たす者とする。 

（１） 徳島県内に住所を有する個人であること。 

（２） 県が実施する利用状況等の調査に対して、必要な情報を提供すること。 

（３） 申請者が暴力団等の反社会勢力と関係を有さないこと。 

（４） 県税、その他の税について未納がないこと。 

（補助金交付申請書等） 

第６条 規則第３条の補助金交付申請書は、様式第１号による。 



２ 規則第３条の知事が定める書類及び期日は、次の表に定めるとおりとする。 

知事の定める書類 提出期日 備考 

（１） 住民票の写し 

（２） 納税証明書（都道府県税、所得税及び消費税及

び地方消費税に未納税額がないことを記載した

もの。） 

（３） 誓約書（様式１－１） 

（４） 事業実施計画書 

   （様式１－２） 

（５） 収支予算書（様式１－３） 

（６） 建築基準法に基づく確認済証の写し 

（７） 住宅の場所を示す位置図 

（８） 建物の平面図 

（９） 建物建築前の写真 

（10） 最終仕様のＢＥＬＳ申請に係る次のアからウの

書類 

ア  ＢＥＬＳ評価書の写し（評価書にＺＥＨである

こと及び一次エネルギー計算書が記載されたも

のであること。） 

イ エネルギー計算書の写し 

ウ 外皮計算書の写し 

（11）補助対象設備及びＺＥＨ＋の要件として選択し

たものが導入されることが確認できる書類（設

備のカタログ、図面等） 

（12）補助対象住宅に係る見積書 

（13）契約書その他の契約を証する書類（工事着工予

定日等が確認できる書類） 

（14）その他知事が必要と認める書類 

知事が特に認め

るものを除き、

令和８年１２月

１５日までとす

る。ただし、工

事着工予定日の

１４日以前に提

出すること。 

（１）、（２）に

ついては申請日

から起算して３

か月以内に発行

されたものに限

る。 

 

 

（補助金の交付の条件） 

第７条 規則第５条第１項各号に掲げる事項及び第１５条の２に規定する事項は、補助金の

交付の決定の条件となる。 

 

（交付決定の手続） 

第８条 提出された補助金交付申請書に係る補助金の額の合計が予算の総額に達したとき

は、受付順により補助事業者を決定する。 

 

（補助金交付指令前の着工） 

第９条 事業の着工は、補助金交付決定（以下「指令」という。）後に行うものとするが、真に 

やむを得ない事由により指令の前に着工する必要がある場合には、その理由等を具体的に明 

記した指令前着工届（様式第２号）をあらかじめ知事に提出しなければならない。 

（軽微な変更） 

第１０条 規則第５条第１項第２号の知事の定める軽微な変更は、補助金額に変更のないも

ので、補助事業の目的を損なわない計画の細部の変更とする。 

（変更の承認の申請等） 



第１１条 規則第５条第１項第１号から第３号までの規定による知事の承認を受けようとす

る者は、補助事業変更（中止・廃止）承認申請書（様式第３号）を知事に提出しなければ

ならない。 

２ 前項の申請書には、次の各号に掲げる書類を添付しなければならない。 

（１） 補助事業変更（中止・廃止）の内容及び理由書 

（２） その他知事が必要と認める書類 

３ 規則第５条第１項第４号の規定による知事への報告をしようとする者は、その理由及び補助

事業の遂行の状況を記載した書類を知事に提出しなければならない。 

 

（状況報告） 

第１２条 補助事業者は、特に指示する事業については、補助事業の遂行の状況について、

補助事業遂行状況報告書（様式第４号）を作成し、指定する日までに知事に提出しなけれ

ばならない。 

 

（実績報告書等） 

第１３条 規則第１１条の実績報告書は、様式第５号による。 

２ 規則第１１条の知事の定める書類並びにそれらの書類の報告期限は、次の表に定めるとお

りとする。 

 

知事の定める書類 提出期日 

（１） 領収書及び領収書内訳書の写し 

（２）収支精算書（様式１－４） 

（３）建築基準法に基づく検査済証の写し 

（４）補助対象設備が新品であることが確認できる書類 

（補助対象設備の保証書または出荷証明書の写し

等）  

（５）工事が適正に行われたことが確認できる写真 

（６）電力会社との接続契約書、売電契約書等の写しその

他余剰電力の売電がわかる書類（余剰電力を電力会

社に売電する場合に限る。） 

（７）その他知事が必要と認める書類 

補助事業の完了の日若しく

は廃止の承認を受けた日か

ら起算して３０日を経過し

た日又は補助事業の完了の

日の属する年度の１月３１

日のいずれか早い期日とす

る。 

 

（補助金の請求） 

第１４条 規則第１２条の規定による通知を受けた補助事業者は、補助金請求書（様式第

６号）に当該通知に係る通知書の写しを添えて知事に補助金の請求をしなければならな

い。 

（書類の保管） 

第１５条 規則第１６条の帳簿及び証拠書類の保管期間は、補助金の交付のあった日又は廃止

の承認を受けた日の属する年度の翌年度から起算して５年間とする。 

（財産の処分の制限） 

第１６条 補助事業者は、補助事業により取得し、又は効用の増加した財産については取得財

産を、善良な管理者の注意をもって管理するとともに、補助金の交付目的に従ってその適正

な運用を図らなければならない。 

２ 規則第１７条ただし書きの知事が定める期間は、減価償却資産の耐用年数等に関する省令 



（昭和４０年大蔵省令第１５号、以下「大蔵省令」という。）で定められている耐用年数（以

下「法定耐用年数」という。）をいう。 

３ 規則第１７条第２号の知事が定めるものは、当該償却資産の取得単価又は効用の増加価格が 

５０万円以上のものをいう。 

４ 補助事業者は、規則第１７条の規定により、知事の承認を得て財産を補助金の交付の目的に

反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、又は担保（以下「処分」という。）に供しよう

とする場合は、財産の処分を行おうとする日の３０日前までに財産処分承認申請書（様式第

７号）を知事に提出しなければならない。 

５ 知事の承認を受けて財産を処分する場合には、補助金の全部又は一部を県に返還させること

がある。 

（個人情報保護） 

第１７条 知事は、本事業により得た情報は、徳島県個人情報保護条例（平成１４年条例第４３

号）に基づいて取り扱うものとする。 

（雑則）第１８条 この要綱に定めるもののほか、この要綱の施行に関し必要な事項は、知事

が別に定める。 

附 則 

この要綱は、令和８年４月１日から施行し、令和８年度分の補助金について適用する。 


